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主要な政府機関 

•政策立案者
商務省
知的財産局
 

•執行機関
タイ王国税関
タイ王国警察特別捜査局
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タイ王国税関

JSIP 2025

執行権限

1.刑事訴訟法
第2条（16） 行政官又は警察官

  2.関税法 B.E. 2560 (2017)
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国境検問所における
知的財産保護

• 著作権 • 商標
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JSIP 2025

法律及び規則
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法律及び規則

JSIP 2025

•著作権法 （仏暦2357年（1994年)

•商標法（ 仏暦 2534年 (1991年)

•物品の輸出入に関する法律（仏暦2522年、1979年）

• 模倣品及び海賊版を輸出入及び積替えにおける持ち込みが禁止される物品として特定するこ
とに関する商務省告示（仏暦2565年、2022年）

*これらの法律に違反すると犯罪となります*
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商標権及び著作権を侵害する商品の輸入、輸出及び積替えは禁止されている。

法律及び規則

•  物品の輸出入に関する法律（B.E. 2522、1979年）
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• 模造品及び海賊版を輸出、輸入及び積替え持ち込み禁止品として特定することに関
する商務省告示（仏暦2565年（2022年））

↓



水際対策の実務

JSIP 2025

商標権及び著作権を侵害する商品の輸出入及び積替えに
関する税関告示第106/2565号（2022年）
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水際対策の実務
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• 税関記録
 
• 記録がない場合の税関介入



水際対策の実務

商品が商標権及び著作権を侵害している可能性があるという合理的な疑い。  
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差止めを記録し、
事案を送致する。

タイ税関記録システム（TCIRs）

システムを通じて侵害の疑いのある商品を確認する。

輸入業者、輸出業者、権利者に停止を通知する。

商品をリリース
する

輸入業者が認める
又は沈黙

輸入者が3日以内に
証拠を添えて異議
を申し立てる。

異議申立てを受けた
場合、権利者に書面
で通知する。

権利者は権利確認を3日
以内に提出する（10日
まで延長可能）

差止めを記録し、
事案を送致する。

権利者による確認が
なされない場合



権利者に対して書面による通知を

発する

システム内のデータが

不十分な場合

• 検査を要求する場合、通知から24時間以内

に申請書を提出する。

•  24時間以内に要求がない場合は、通常通り

商品をリリースする。

水際対策の実務
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タイ税関記録システム（TCIRs）



商標権者又は著作権者、若しくはその代理人が検査を要求した場合
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24時間以内に検査を行った
場合

検査要求者 輸入者、輸出者、輸送代理業者、
又は代理人
要求者が24時間以内に検査を行わない場合、

,

差し押さえ、書面で通知する：

請求書に理由を記載し、

商品をリリースする。

合同検査の後

権利を確認した場合、
検査後3日以内に訴訟請

求を提出する。

確認書類が提出されない

場合、商品をリリースする。

輸入業者が認めた場合、

輸入業者が応答しない場合、

権利の確認

1

3

差止めを記録し、

事案を送致する
輸入業者が異議を唱えな

い場合、
2

輸入者が異議を申し立てる場合、
3日以内に申立てを行う。その後、事案を登録し、
送致する。

依頼者は製品サンプルの提供
を求める場合がある。

判定不能

異議申立て又は上訴

記録がない場合の税関介入



知的財産権の差押え
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As of  9 September 2025

会計年度 事案数 数量 価値 （THV)



知的財産権侵害における差押え証拠の廃棄に関するイベント
2025年

主催：知的財産局
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合計1,528,524点、
経済的損害額は900,912,800バーツ

タイ王国税関より提出された物品：
合計230,964点(15.11%)、
経済的損害額は127,420,800バーツ（14.14%）

As of  5 September 2025
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Q & A
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